
議案第６５号 

 

相模原市旅館業法施行条例の一部を改正する条例について 

 相模原市旅館業法施行条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

平成３０年５月２１日提出 

 

                       相模原市長 加 山 俊 夫              

 

相模原市旅館業法施行条例の一部を改正する条例 

相模原市旅館業法施行条例(平成１５年相模原市条例第１６号)の一部を次のよう

に改正する。 

第１条中「、必要な」を「必要な」に改める。 

第６条を削る。 

第７条の見出し中「旅館営業」を「旅館・ホテル営業」に改め、同条中「政令第

１条第２項第１０号」を「旅館業法施行令(昭和３２年政令第１５２号。以下「政

令」という。)第１条第１項第８号」に、「旅館営業」を「旅館・ホテル営業」に、

「別表第３」を「別表第２」に改め、同条を第６条とする。 

第８条中「第１条第３項第７号」を「第１条第２項第７号」に、「別表第４」を

「別表第３」に改め、同条を第７条とする。 

第９条中「第１条第４項第５号」を「第１条第３項第５号」に、「別表第５」を

「別表第４」に改め、同条を第８条とし、第１０条を第９条とする。 

別表第１の１の項中「営業施設」を「旅館業の施設」に改め、同表２の項(１)中

「ホテル及び旅館」を「旅館・ホテル営業の施設」に改め、「洋室は４．００平方

メートルにつき１人、和室は」を削り、「３．３０平方メートル」の次に「(寝台

を置く客室にあっては、４．００平方メートル)」を、「昭和２３年厚生省令第２８

号」の次に「。以下「省令」という。」を加え、「洋室、和室いずれにあっても」

を削り、同項(２)中「簡易宿所」を「簡易宿所営業の施設」に改め、同項(３)中

「下宿」を「下宿営業の施設」に改め、同表７の項中「営業施設」を「旅館業の施

設」に改め、同表８の項(２)中「１年に４回」を「、１年に４回」に改め、同項

(３)中「(昭和３２年法律第１７７号)」の次に「第３条第９項」を加え、同項(９)



中「摂氏５５度」を「、摂氏５５度」に改める。 

別表第２を削る。 

別表第３中「第７条関係」を「第６条関係」に改め、同表３の項(３)を削り、同

項(４)中「和室の客室は、」を削り、同項(４)を同項(３)とし、同項(５)中「客室

には、」を削り、同項(５)を同項(４)とし、同表４の項中「又はフロントは、次」

を「は、次」に改め、「ものであること」の次に「。ただし、省令第４条の３に規

定する基準に適合する設備を有する場合は、この限りでない」を加える。 

 別表第３の４の項(１)及び(２)中「玄関帳場又はフロントは、」を削り、同表９

の項(２)中「摂氏５５度」を「、摂氏５５度」に改め、同表を別表第２とする。 

別表第４中「第８条関係」を「第７条関係」に改め、同表４の項中「又はフロン

トは、次」を「は、次」に改め、「ものであること」の次に「。ただし、省令第４

条の３に規定する基準に適合する設備を有する場合は、この限りでない」を加え

る。 

 別表第４の４の項(１)及び(２)中「玄関帳場又はフロントは、」を削り、同表９

の項(２)中「摂氏５５度」を「、摂氏５５度」に改め、同表を別表第３とする。 

別表第５中「第９条関係」を「第８条関係」に改め、同表２の項(１)中「であり、

その面積は、その客室の床面積の７分の１以上」を削り、同項(４)中「客室に

は、」を削り、同表３の項に次のただし書を加える。 

ただし、省令第４条の３に規定する基準に適合する設備を有する場合は、帳

場を有しないことができる。 

 別表第５の７の項(２)中「摂氏５５度」を「、摂氏５５度」に改め、同表を別表

第４とする。 

附 則 

この条例は、平成３０年６月１５日から施行する。 

 

提案の理由 

旅館業法の一部を改正する法律(平成２９年法律第８４号)による旅館業法(昭

和２３年法律第１３８号)の改正により、ホテル営業及び旅館営業の営業種別が

統合され旅館・ホテル営業とされたこと等に伴う旅館・ホテル営業の施設の構造

設備の基準の設定並びに衛生措置の基準並びに簡易宿所営業及び下宿営業の施設

の構造設備の基準に係る規定の改正その他所要の改正をいたしたく提案するもの



である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第６５号関係資料 

 

   相模原市旅館業法施行条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

（１）旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準の設定(第６条及び別表第２関係) 

現行のホテル営業及び旅館営業の施設の構造設備の基準を基本としつつ、そ

のうち一部の基準については次に掲げるとおりとした上で、旅館・ホテル営業

の施設の構造設備の基準として設定するもの 

ア 水又は湯を供給できる設備があることとする洋室に係る基準を廃止するこ

と。 

イ 他の客室、廊下等との境を区画され、他の客室、廊下等から見通すことが

できない構造であることとする和室に係る基準を客室全般の基準とすること。 

ウ ホテル営業の施設における客その他の関係者が営業時間中自由に出入りで

きる玄関及び客の宿泊定員数に応じた適当な広さのロビーがあることとする

基準を廃止すること。 

エ 玄関帳場について、ホテル営業の施設におけるロビーと接続していること

とする基準を廃止するとともに、宿泊しようとする者の確認を適切に行うた

めの設備として旅館業法施行規則(昭和２３年厚生省令第２８号)に規定する

基準に適合する設備(以下「基準適合設備」という。)を有する場合は、構造

設備に係る基準を満たさなくてよいこととすること。 

オ ホテル営業の施設における客の宿泊定員数に応じた適当な規模の椅子及び

テーブルを設けた食堂を有し、食事を提供できる構造設備があることとする

基準を廃止すること。 

（２）衛生措置の基準に係る規定の改正(別表第１関係) 

各客室の収容定員の基準 

現行 

(ホテル営業及び旅館営業の施設) 

改正後 

(旅館・ホテル営業の施設) 

洋室は４平方メートルにつき１人、

和室は３．３平方メートルにつき１

人 

３．３平方メートル(寝台を置く客室

にあっては、４平方メートル)につき

１人 



（３）簡易宿所営業の施設の構造設備の基準に係る規定の改正(別表第３関係) 

基準適合設備を有する場合は、玄関帳場の構造設備に係る基準を満たさなく

てよいこととするもの 

（４）下宿営業の施設の構造設備の基準に係る規定の改正(別表第４関係) 

ア 客室の採光及び換気に必要な開口部の面積は、その客室の床面積の７分の

１以上であることとする基準を廃止するもの 

イ 基準適合設備を有する場合は、帳場を有しないことができることとするも

の 

２ 施行期日 

平成３０年６月１５日 

 






